
省エネ設備への更新や
環境の整備に要した費用の

・補助対象経費（省エネ設備への更新及び環境の整備に要した費用の合計金額）
に5分の1を乗じます。
・省エネ設備の更新のみや、環境の整備のみでも対象となります。
※補助対象経費が50万円未満の場合は補助の対象となりません。
※補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、千円未満は切り捨てます。
※設備の更新や環境の整備を災害対策や感染症対策を絡めて実施し、その整備に
関連して事業継続力強化計画を新たに策定又は計画を変更した場合は補助金額
に応じて５万円又は10万円が加算されます。
※補助金交付決定前に実施した設備の更新や環境の整備は補助の対象となりません。
※対象となる設備及び整備の内容については裏面をご覧ください。

補助対象経費・補助金額

※申請は商工課へ直接持参ください。郵便による申請も受け付けます。
※申請回数は、１事業者につき１回までです。
※交付申請額が予算額に達し次第、受付を終了します。（予算額1,000万円）

島田市産業経済部商工課（商工政策係）
〒427-8501 島田市中央町１番の１（市役所本庁舎２階）
☎（0547）36-7146

お問い合わせ

申請書及び必要書類

【交付申請】
①補助金交付申請書
②事業計画書
③収支予算書
④現況設備、設置予定箇所の写真
⑤見積書等の写し

申請期間

２０２３年８月7日 (月) ▶ ２０２４年１月３１日 (水)

エネルギー消費量の継続的な削減によ
り、事業活動の安定化を図るため、省
エネ設備への更新又は環境の整備を行
う中小企業者に対し、予算の範囲内に
おいてその経費の一部を補助します。

補助率 ５分の１
１０万円から１０0万円までを交付します
（※予算額に達し次第受付は終了となります）

ダウンロードは
こちら(HP)から

【実績報告】
①実績報告書
②事業実績書
③収支決算書
④領収書等の写し
⑤設置したことが分かる写真

制度の詳細



●補助金交付までの手続き・流れ

①補助金交付申請書の提出
※事業（更新・整備）着手前

③事業の実施

⑤実績報告書の提出

⑦請求書の提出

⑧補助金の交付（口座への振込）

②受け付け・審査・決定通知（市）

④事業の完了

⑥確定通知（市）

実績報告書は事業が完了した日から起算
して30日を経過した日又は令和６年２月
29日のいずれか早い日までに提出くださ
い

請求書は確定通知日から起算して10日以
内に提出ください

申請時の提出書類については表面の
「申請書及び必要書類」を参照ください

●対象となる省エネ設備の更新

品名 方式 省エネ基準

⑴ 空調設備
・セントラル方式
・パッケージ方式
・ルームエアコン

トップランナー基準を満た
す等の省エネ性能の高い設
備に限る。

※トップランナー制度では、
対象となる機器や建材の製
造事業者や輸入事業者に対
し、エネルギー消費効率の
目標を示して達成を促すと
ともに、エネルギー消費効
率の表示を求めています。
目標となる省エネ基準
（トップランナー基準）は、
現在商品化されている製品
のうち、エネルギー消費効
率が最も優れているもの
（トップランナー）の性能
に加え、技術開発の将来の
見通し等を勘案して定めて
います。

⑵ 照明設備 ・ＬＥＤ照明

⑶ 給湯設備 ・給湯器

⑷ 冷凍冷蔵設備
・電気冷蔵庫・冷凍庫
・冷凍機内蔵型ショーケー
ス等

⑸ 産業用モータ
・ポンプ・送風機
・送風機

⑹ 産業用ボイラ ・蒸気ボイラ・温水ボイラ

⑺ 受変電設備 ・変圧器のみ

⑻
生産過程で使用する機械
設備

・業務用厨房機器等

⑼ その他

●対象となる環境の整備（施設改修）

環境の整備の内容

⑽ 省エネルギー化を目的とした事務所等の改修

※既存設備からの更新が対象。また、中古品、リース、レンタル品は対象外です。

※トップランナー制度
については、経済産業
省（資源エネルギー
庁）の「省エネポータ
ルサイト」を参照

●事業強化力継続計画とは

中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が「事業継続力強化
計画」として認定する制度です。


